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本文を読む前に（凡例）

この報告の中で、中小企業とは、中小企業基本法第 条第 項の規定に基づ

く「中小企業者」をいう。また、小規模事業者とは、同法同条第 項の規定に

基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは、「小規模企業者」

以外の「中小企業者」をいう。「中小企業者」、「小規模企業者」については、

具体 的 に は 、 下記に該当するものを指す。 なお、集計・分析において具体的

な定義を示している場合等は、その定義に準ずる。

業 種

中 小 企 業 者 （ 下 記 の い ず れ

かを満たすこと）

うち小規模

企業者

資本金 常時雇用

する従業員

常時雇用

する従業員

①  製造業・建設業・運輸業

その他の業種（②～④を除く） ※

億円以下 人以下 人以下

②卸売業 億円以下 人以下 人以下

③サービス業 ※ 万円以下 人以下 人以下

④小売業 万円以下 人以下 人以下

※下記業種については、中小企業関連立法における政令に基づき、以下のとおり

定めている。

【中小企業者】

①製造業

・ゴム製品製造業（一部を除く）：資本金 億円以下又は常時雇用する従業

員 人以下

③サービス業

・ソフトウェア業・情報処理サービス業：資本金 億円以下又は常時雇用す

る従業員 人以下

・旅館業：資本金 万円以下又は常時雇用する従業員 人以下

【小規模企業者】

③サービス業

・宿泊業・娯楽業：常時雇用する従業員 人以下

この報告では、一般に公表されている政府の統計資料を 再編加工したものや

民間諸機関の調査 等 を 主 として利用した。資料の出所、算出方法、注意事項

等 に つ い て は そ れ ぞ れ の 使 用 箇 所 に 明 記 し て あ る 。 な お 、 こ の 報 告 で い う

「再編加工」とは、各統計調査の調査票情報 等を中小企業庁で独自集計した

結果であることを示す。

 
 

中小企業・小規模事業者に関する統計を見ていく場合、中小企業 ・小規模事

業 者は大企業と異なり 、指標によっては企業間の ばらつきが大きいため、平

均値は中小企業・小規模 事業者の標準的な姿を代表していない可能性がある

ことに注意を要する。

各統計値については、過去分にわたって更新される可能性がある。

集計・分析において、特段の記載がない場合は、名目値を用いている。
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中中小小企企業業白白書書・・小小規規模模企企業業白白書書ににつついいてて

・中小企業白書は、中小企業基本法に基づく年次報告。 年版で 回目。

・小規模企業白書は、小規模企業振興基本法に基づく年次報告。 年版で 回目。

● 中中小小企企業業基基本本法法（（抄抄））

（年次報告等）

第 条 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた

施策に関する報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業

の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提

出しなければならない。

● 小小規規模模企企業業振振興興基基本本法法（（抄抄））

（年次報告等）

第 条 政府は、毎年、国会に、小規模企業の動向及び政府が小規模企業の振興に関

して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る小規模企

業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。

● 中中小小企企業業・・小小規規模模事事業業者者のの企企業業数数、、従従業業者者数数、、付付加加価価値値額額

資料：総務省・経済産業省「令和３年経済センサス‐活動調査」再編加工
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